
　　　　　　罰　　則　平成 21 年 12 月～

違反転用および
現状復帰命令違反

3年以下の懲役または
300 万円以下の罰金
（法人は 1億円以下の罰金）

　

農
地
は
、
大
切
な
食
料
の
供
給

基
盤
で
す
。
一
度
、
農
地
以
外
に

転
用
さ
れ
る
と
元
に
戻
す
こ
と
は

極
め
て
難
し
い
こ
と
か
ら
、
無
秩

序
な
転
用
に
よ
る
農
業
環
境
の
悪

化
を
防
止
し
、
適
切
に
行
わ
れ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
12
月
か
ら
改
正
さ
れ

た
新
し
い
農
地
制
度
で
は
許
可
の

対
象
を
ひ
ろ
げ
、
違
反
転
用
の
罰

則
が
強
化
さ
れ
る
な
ど
、
農
地
転

用
規
制
が
厳
格
に
な
り
ま
し
た
。

　無断転用した場合や、転用許可時の事業計
画どおりに転用していない場合は、工事の中
止や現状回復等の命令、罰則が適用されます。
新しい農地制度により罰則は強化され、罰金
額が大幅に引き上げられました。

農地を転用する場合には、農地法の許可が
必要ですが、いわゆる「無断転用」が後を
絶ちません。

無断転用や
許可どおりに転用しなかったら

農地転用は農地法の許可が必要です

　

わ
が
国
の
食
料
自
給
力
を
高

め
、
食
料
安
全
保
障
の
た
め
、
み

ん
な
で
優
良
な
農
地
を
守
り
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

長
島
町
農
業
委
員
会

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

　

内
線
２
２
１
１　
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